
1 
 

札幌市上下水道料金検針・新設登録等業務 仕様書 
 

第１章 業務全般 

１ 業 務 

札幌市上下水道料金検針業務とは、上下水道料金の調定を目的とした業務である。調

定とは、水道メーターの計量により得られた水量をもとに、上下水道料金の調査及び決

定を行うことであり、水量に一定程度の変動が見られる場合は、使用実績調査や漏水調

査などを行う。併せて水道メーターの設置環境が適切に維持されているかの調査を行う

ものとする。 

この業務を履行するに当たっては、本市の特徴である積雪期の推定請求による苦情対

応や凍結防止のための特殊な給水装置の知識が求められるものである。 

新設登録業務とは、新設物件について、しゅん功図面等に基いて現地調査を行い、検

針に必要な情報を整理・作成して札幌市上下水道料金オンラインシステム(以下「料金シ

ステム」という。)に登録する他、給水装置情報の変更に係るデータを料金システムに登

録する業務を行う。 

これらを踏まえ、当該委託業務の取扱いについて、必要な事項を定める。 

  

２ 業務名 

  札幌市上下水道料金検針・新設登録等業務（豊平区・清田区） 

 

３ 業務実施期間 

令和６年８月１日から令和 11 年７月 31 日まで（５年） 

契約締結日から令和６年７月 31 日までは準備期間とする。 

 

４ 用語の定義 

 ⑴ 使用者等：札幌市水道局の水道使用者及び支払者、給水装置の所有者又は管理人等

をいう。 

 ⑵ スマホ等：検針業務及び転出精算業務に使用する検針用スマートフォン及び携帯用

プリンタ並びに無線親機をいう。 

 ⑶ 料金課：水道料金の調定や収納に関する業務を担当する部署をいう。本業務に関す

る問合せ先であり、各料金課が管轄する行政区は、以下のとおり。 

担当課（係） 行政区 所在地 電話番号 

中部料金課 

サービス管理係 

全市（口座及びクレ

ジットカード関係業

務） 

札幌市中央区大通東 11

丁目 
（011）211-7012 

南部料金課 
豊平区 

清田区 

札幌市豊平区豊平 8 条

10 丁目２－１ 
（011）812-7200 

 ⑷ 料金システム等：札幌市水道局が保有する「上下水道料金オンラインシステム」（料

金システム）及び「スマートフォン検針システム」並びに「顧客

管理システム」をいう。 

⑸ 口座振替等：口座振替及びクレジットカード支払いをいう。 

⑹ 従事者証：委託者が受託者に対して、発行するものをいう。 

⑺ 特例料金：アパートやマンションなど、複数の世帯で１個のメーターを共有してい

る集合住宅等を対象とした特例制度に基づいて計算した料金をいう。建

物全体の水道料金を、各戸均等に水道を使用しているものとみなして計

算する。制度の適用には申請が必要。  
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５ 業務の概要 

⑴ 実施業務 

ア 検針業務 

イ 新設登録・給水装置情報登録業務 

⑵ 委託地区（担当区） 

   豊平区及び清田区 

⑶ 業務フロー 

  別表１のとおり（上記(1)イを除く。） 

⑷ 業務の処理手順等の詳細 

業務の処理方法等の詳細については、委託者が別途提供する以下のマニュアルに定

める。 

なお、これらに定めのない事項については、委託者に相談の上、対応すること。 

また、業務の履行開始以降も、以下マニュアル及び対応表は委託者が必要に応じて、

随時、変更するものとし、変更した場合は速やかに受託者に通知する。 

ア 検針業務マニュアル（上記業務種別ア） 

イ 検針業務に係る対応表（上記業務種別ア） 

ウ 新設登録・給水装置登録業務マニュアル（上記業務種別イ） 

エ その他料金システム等操作マニュアル 

  

６ 委託業務の範囲 

     委託する業務範囲は、以下のとおりとする。 

    ⑴ 検針業務 

  ア 水道メーターの計量 

イ 「札幌市上下水道料金等のお知らせ」及び納入通知書の投函又は送付 

  ウ 計量水量の過多過少に係る調査 

  エ 使用水量の決定に係る調査 

  オ 水道メーター設置環境等に係る調査 

カ 止水栓の開閉栓 

キ 無届使用者に関する調査 

ク 検針業務に係る事務処理 

※ 実績は第２章１、２、３参照 

 ⑵ 新設登録・給水装置情報登録業務 

  ア 外勤業務（現地調査・現地作業） 

   (ｱ) お客さま番号の確認 

   (ｲ) 住所・かたがき・氏名等の確認 

   (ｳ) メーター位置・メーター番号・メーター指針・逆付の確認 

   (ｴ) 家主・管理会社の名称、請求先・連絡先の確認 

   (ｵ) 違反行為等の確認 

   (ｶ) 口座・クレジット申込書の配布 

   (ｷ) 特例料金適用の調査及び説明 

   (ｸ) オートロック機能、施錠等の確認 

   (ｹ) 使用者不明（入居連絡待ち）用紙の投函 

  イ 内勤業務 

   (ｱ) 新設登録（Ｄ２）データの作成及び入力 

   (ｲ) 名義変更・検針コメント(Ｉ６）データの作成及び入力 

   (ｳ) 調定水量通知書（Ｋ２）データの作成及び入力 
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   (ｴ) 給水装置異動・連絡先コメント(Ｆ７）データの作成及び入力 

   (ｵ) 給水装置コメント(Ｆ９）データの作成及び入力 

   (ｶ) 使用廃止(Ｂ１）データの作成及び入力 

   (ｷ) 特例登録(Ｄ４）データの作成及び入力 

   (ｸ) 各種データ・リスト等入力後の確認 

   (ｹ) 給水装置データのデータ確認及び入力 

※ 実績は第２章４、５参照 

 ⑶ 附帯業務 

上記に掲げる業務に附帯する以下の業務についても実施すること。 

ア 使用者等からの問合せ及び苦情の対応 

イ 使用者等と係争となった場合の法的な対応 

ウ 委託者が実施する会議等への出席 

エ 委託者が指定する郵便物の発送（月 900 件程度） 

オ 料金課への業務関係資料の持ち込み 

カ その他委託者と調整する業務 

 

７ 業務の報告 

⑴ 報告書の提出 

受託者は、業務契約書第９条に基づき「業務完了届」（様式１）及び以下のとおり業

務ごとに指定する報告書を毎月作成し、速やかに委託者に提出しなければならない。 

なお、受託者は、以下の報告書のほか、委託者が指示する書類・資料等についても

速やかに提出しなければならない。（年数回程度） 

ア 検針業務実施報告書(様式２) 

イ 新設登録・給水装置情報登録業務実施報告書（様式３） 

 ⑵ その他報告を要する事項 

  受託者は、以下のような場合は、速やかに委託者に報告するものとする。 

ア 苦情処理で受託者が解決することが困難な場合 

イ 業務の履行に当たって、事故が発生した場合 

ウ 業務の履行に当たって、使用者等の財産を毀損した場合 

エ 業務の履行に当たって、使用者等との間で係争が生じた場合 

オ 受託者が契約期間内に犯罪の捜査等公的機関による調査及び捜査等を受けた場合 

  カ 受託者等が他の市町村、事業体において入札の参加停止措置を受けた場合 

 

８ 料金システム等 

  業務の遂行には、委託者が使用している料金システム等を使用するものとする。 

なお、令和６年 10 月以降は料金システムの更新を予定していることから、受託者は委

託者と協議の上、料金システムの更新に伴う操作研修への参加や業務処理手順の見直し

に対応すること。 
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＜料金システム及びスマホ検針システムの稼働時間＞ 

システム区分 
平日 

休日等※1 
月曜～木曜 金曜 

料 金 

システム 

データ更新 8:35 ～ 19:00 8:35 ～ 17:35 不可 

データ参照 24 時間可能※２※３ 

検 針 

システム 

データ更新 

24 時間可能※２※３ 

データ参照  

顧客管理 

システム 

データ更新 

24 時間可能※２※３ 
データ参照 

※１ 日曜日・土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日、12月29日

から翌年１月３日までの日。 

※２ データ参照であっても、バックアップ中などは業務画面を表示できない場合がある。 

※３ システムに関する委託者への問合せは、原則平日 9:00～17:00 までとする 

 

９ 拠点事務所の設置 

  受託者は自己の責任において、業務拠点となる事務所を開設及び維持することとする。 

⑴ 設置数 

  業務責任者が常駐する拠点事務所は、原則、５⑵の委託地区又は当該地区に隣接す

る区内に 1 カ所とする。また、料金システム等のネットワークの敷設は、拠点事務所

のみとする。 

なお、業務効率化を図る目的で、その他の事務所を設置することについて妨げない。

その場合は、事前に水道局に相談の上で承認を受けることとする。 

⑵ 事務所要件 

  開設する事務所は以下の条件に合致したものでなければならない。 

 ア 効率的に業務を履行できる事務スペースを確保すること。 

 イ 盗難、個人情報の漏えい等の事故を防止するため、施錠可能な事務室を有してい

ること。 

 ウ 水道局の施設でないこと。 

 エ 拠点事務所の電話回線は、一般用電話回線、業務連絡用電話回線及びＦＡＸ回線

一式を設置し、円滑な業務の履行に支障のない回線数を確保するとともに、令和６

年５月１日までに電話番号を報告すること。 

 オ 拠点事務所には、料金システム用の光回線、端末を委託者が敷設・設置すること

から、後日、入居場所で回線の敷設工事を行う場合があるため、予め所有者等に工

事が可能か確認を行った上で入居場所を選定すること。 

カ 拠点事務所を開設する場所は、使用者等の利便性を考慮するものとし、賃貸借契

約等の締結前に委託者と協議すること。 

 キ 事務所の場所は、令和６年３月 31 日までに委託者へ報告すること。 

 ク 拠点事務所は、開設準備作業及び研修期間確保のため、令和６年５月１日までに

使用可能な状態としておくこと。 

 ケ 契約期間中の拠点事務所の移設は原則認めない。ただし、やむを得ない事情で移

設が必要となる事由が生じた場合は、別途委託者と協議するものとする。 

 コ 帳票類・トナー・封筒など委託者が提供する物品等を保管できるスペースを確保

すること。 
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※ 保管に必要なスペースの目安 22 ㎡ 

⑶ 拠点事務所の窓口開設時間 

 ア 平日の午前８時 45 分から午後５時 15 分までとする。 

 イ 無届使用による閉栓を実施した場合は、使用者等から連絡がある可能性を考慮し、

少なくとも午後７時までは事務所にて待機すること。なお、使用者等の対応を考慮

し、閉栓等の実施日は原則として平日のうち前後に休業日がない日とする。 

 ウ 年末年始及び年度末等における事務所の閉設については、別途委託者と協議する

ものとする。 

 

10 費用負担について 

本業務履行に伴い、発生する費用のうち、費用負担の区分は以下のとおりとする。 

なお、以下に掲げるものの他、発生する費用は全て受託者が負担するものとする。 

⑴ 事務所開設に伴う費用のうち委託者が負担するもの 

ア 料金システム等に係るネットワーク（ＷＡＮ環境のみ）敷設 

イ 上記８の料金システム等のＰＣ及びプリンタの調達 

⑵ 業務使用物品のうち委託者が負担するもの 

ア 料金システム端末機及びプリンタ並びにネットワーク等ケーブル付属機器 

※ ＬＡＮネットワーク敷設時は、料金システムネットワークは固有系統とし、そ

の他のネットワークを経由させないこと。 

イ スマホ及び携帯用プリンタ 

ウ スマホ関連備品 

エ 委託者が支給する各種帳票 

オ 料金システム端末機等の設置費及び撤去 

カ 専用データ通信回線料 

⑶ 業務使用物品のうち受託者が負担するもの 

当該業務を履行する上で必要な上記以外の物品（電話、FAX、コピー機、耐火金庫什

器など）、事務用品、消耗品等は受託者の負担とする。 

 

11 業務責任者・業務副責任者及び業務従事者 

⑴ 業務責任者 

業務責任者は、拠点事務所の責任者（所長等）とし、受託する全ての業務を統括す

るものとする。また、常勤で常駐（本受託業務専任）の職員とし、水道メーター検針

業務の実務経験を５年以上有するものとする。 

なお、令和６年４月 10 日までに業務責任者を選定し、「業務責任者指定通知書（様

式４）」を委託者へ提出しなければならない。業務責任者を変更する場合には、速やか

に委託者に連絡するものとし、委託者が指示する書類等を提出しなければならない。 

⑵ 業務副責任者 

  業務副責任者は、業務責任者を補佐するとともに、業務全体の諸事務及び進行を把

握、管理するものとする。 

⑶ 業務従事者 

受託者は、自己の責任において、委託業務に従事する業務従事者を確保しなければ

ならない。また、従事者には下記 17 に掲げる研修を実施し、業務履行に必要な技術を

習得させなければならない。 

 

12 従事者証等及び IC カードの届出 

受託者は、業務の実施に当たり、必ず委託者から従事者証等の発行を受けるものとし、
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従事者証等の発行に必要な業務従事者(業務責任者含む)の氏名・職・顔写真等を令和６

年６月１日までに委託者に提出しなければならない。（様式５・６） 

なお、業務履行中に新たに業務従事者を雇用するなど、追加申請する場合は、以下に

定める期限内に委託者に届出しなければならない。 

写真はデータで提出することとし、ファイルは JPEG 形式とすること。 

委託者は、料金システム等の使用に当たり、料金システム等の認証に必要な IC カード

を交付する。 

また、交付された IC カードは紛失、不正使用のないよう適切に管理すること。 

⑴ 申請時の取扱い 

ア 従事者証 

(ｱ) 交付対象者 

   本業務に従事する全ての職員 

(ｲ) 使用様式 

   札幌市水道局検針・新設登録業務従事者証（発行・返却）届（様式５） 

(ｳ) 追加申請期限 

   業務開始の 10 営業日前 

イ IC カード 

(ｱ) 交付対象者 

    業務責任者及び業務副責任者の他、主に内勤業務に従事する職員 

(ｲ) 使用様式 

    オンライン処理等業務従事者（登録・取消）依頼書（様式６） 

(ｳ) 追加申請期限 

    業務開始の 10 営業日前 

⑵ 返却等の取扱い 

契約途中で業務従事者が退職したとき、又は、当該契約期間が満了したときは速や

かに委託者に返却すること。 

なお、返却する際は、郵送によらず必ず持参すること。 

ア 従事者証 

(ｱ) 返却処理の責任者 

    業務責任者 

(ｲ) 使用様式 

   札幌市水道局検針・新設登録業務従事者証（発行・返却）届（様式５） 

イ IC カード 

(ｱ) 返却処理の責任者 

   業務責任者 

(ｲ) 使用様式 

   オンライン処理等業務従事者（登録・取消）依頼書（様式６） 

ウ 従事者証及び IC カードを紛失した場合、受託者は、即時必要な措置を講ずるもの

とし、併せて直ちに委託者に報告すること。 

なお、紛失により生じた損害については、受託者が負担する。 

 

13 基礎情報報告書の提出 

受託者は、令和６年４月 10 日までに、契約期間中の業務履行計画を策定し、設置する

事務所の情報（レイアウト図、ネットワーク系統図を含む。）、業務従事者、業務体制図

等を記載した基礎情報報告書（様式７）を作成のうえ提出し委託者の承認を得ること。 
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14 業務開始までのスケジュール(Ｒ６) 

3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 

      

 

15 機器及び帳票の貸与、返還及び使用管理 

 ⑴ 受領 

受託者は、料金システム端末機及びプリンタ並びにケーブル等付属機器・スマホ及

び携帯用プリンタ・関連機器を受領する時は、「電算設備機器に関する覚書」の別表に

受領印を押印し、委託者へ提出する。 

また、委託者が調達して支給する各種帳票を拠点事務所へ納品する時は、「地方自治

法施行令第 167 条の 15 第４項」に基づき納品検査を受託者へ委託するものとし、受託

者は、その納品検査を実施の上、検査報告を委託者へ行うものとする。 

なお、検査に必要な情報及び報告の方法は、その都度委託者から連絡を行い、適切

な検査が実施されるようにする。 

 ⑵ 返還 

   料金システム端末機及びプリンタ並びにケーブル等付属機器・スマホ及び携帯用プ

リンタ・スマホ・委託者が支給する各種帳票について、その貸与期間等は契約期間と

し、契約期間満了後に速やかに委託者に返還しなければならない。 

 ⑶ 管理 

   受託者は、料金システム端末機及びプリンタ並びにケーブル等付属機器・スマホ及

び携帯用プリンタ・関連機器については、「電算設備機器に関する覚書」に基づき管理

及び保管すること。 

   また、委託者が支給する各種帳票については、汚損・破損のないように適切な場所

に保管すること。 

 

16 合鍵及び暗証番号の貸与、返還及び使用管理 

 ⑴ 受領 

   受託者は、業務に当たり、委託者が使用者等から借受けている合鍵及び暗証番号を

使用する時は、委託者へ申請の上、開示又は受領する。 

   また、各区の合鍵の保管場所は以下のとおりとし、使用する時は保管場所で受領す

る。 

   ・豊平区  

   ・清田区  南部料金課料金管理係 

⑵ 返還 

研修期間 

（6-7 月） 

事務所の報告期限 

（3/31） 

業務開始 

（8 月～） 

事務所への入居 

（5/1～） 

基礎情報報告書提出期限 

業務責任者指定通知書 

（4/10） 

ネットワーク敷設（委託者） 

（5-6 月） 

業務引継期間（委託者・現受託者） 

（3-7 月） 

拠点事務所電話番号報告（～5/1） 

従事者の届出 

（6/1） 
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   受託者は、検針等の業務で使用した合鍵は速やかに返還するものとし、返還の際は

委託者の確認を受けること。 

 ⑶ 管理 

受託者は、合鍵及び暗証番号の使用管理については「集合住宅の合鍵及び暗証番号

の管理運用に関する取扱要領」に基づき適切に取扱い、拠点事務所において紛失や盗

難のないよう適切な場所に保管すること。 

また、開示を受けた暗証番号は、本業務の履行にのみ使用することとし、業務以外

での使用や情報漏えいのないよう十分注意すること。 

   

17 業務研修の実施 

⑴ 基礎研修 

受託者は、途中雇用を含む業務従事者全員に対して、料金システム等やスマホ等の

操作、検針技術等に関する研修を実施すること。 

なお、検針技術の研修では、凍結防止装置（水抜栓等）の操作方法について、使用

者等へ十分な説明及び調査が行える技術を習得させること。 

また、研修は令和６年７月までに実施し、契約期間途中に雇用した者を対象にした

研修は都度実施すること。 

⑵ 情報セキュリティ等研修 

情報セキュリティ・地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 34 条に基づく守秘

義務・個人情報保護等に関する研修を行い、業務履行に必要な知識の習得に努めると

ともに、習熟度について最低年 1回確認すること。 

 ⑶ 実施報告 

研修実施後 10 日以内に、研修参加者及びその内容を記載した報告書を委託者に提出

しなければならない。 

⑷ 研修実施の免除 

委託者が認めた場合に限り⑴基礎研修の実施を免除することができる。 

  

18 業務履行時の注意事項 

⑴ 従事者証等の携行 

ア 現地訪問するときは、従事者証等を必ず携行し、腕章を必ず着用するものとする。

使用者等から提示を求められたときには従事者証等を提示し、正当な理由がない限

りこれを拒んではならない。 

イ 従事者証等は、使用者等から見やすい箇所に装着しなければならない。 

 ⑵ 制服の着用 

現地訪問するときは、受託者が準備した制服などを着用しなければならない。 

なお、制服は事前に委託者に報告することとし、上記 13 の基礎情報報告書（様式７）

に写真を添付すること。 

⑶ 使用者等対応 

ア 使用者等に対する態度・言葉遣いに十分注意するとともに、使用者等に誤解を招

く言動をしてはならない。 

イ 現地訪問で使用者等の土地・建物等に立ち入るときは、立入目的を告げ、必要な

範囲を越えて立ち入ってはならない。 

ウ 使用者等の財産の毀損、メーターボックスの蓋及び中蓋の閉め忘れ等によるメー

ター凍結などが起こらないよう注意を払うこと。 

なお、これら事故が発生した場合は、受託者の責任において処理すること。 

エ 使用者等からの問合せ、苦情等に対しては、正確に内容を把握し誠意を持って説
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明を行い、使用者等の理解を得るとともに適正な処理に努めなければならない。た

だし、委託者の判断が必要な場合は、その指示に従うものとする。 

オ 使用者等に関して異変を感じた場合は、できる限り状況を把握するとともに、緊

急を要する場合は、速やかに警察等関係機関に連絡する。 

 ⑷ その他留意事項 

検針は、原則として委託者の平日の業務時間内（8 時 45 分～17 時 15 分）に行うも

のとする。ただし、やむを得ず、休日及び業務時間以外に検針を行う場合は、事前に

委託者へ連絡し、承諾を得ること。 

 

19 契約締結後の事務引継ぎ 

委託契約締結後、令和６年８月１日までに受託者のうち業務責任者等は、現受託者と

連絡調整の上、業務等の具体的な処理方法について引継ぎを受けるものとする。 

なお、例年３～５月には、検針業務における冬期認定明けの調定が相次ぐことから、

それらの処理についても引継ぎを受けること。 

 

20 契約期間終了時の事務引継ぎ等 

  受託者は、委託契約期間の終了又は契約の解除に当たっては、次の各項目を次期受託

者へ引継がなければならない。 

 ⑴ 受託者は、委託者の指定する文書、お客さま情報等を次期受託者へ引継ぐこと。 

 ⑵ 受託者は、本業務の引継ぎに当たり、契約期間内の委託者の指定する期間内に、次

期受託者の業務従事者に対し、業務内容及び料金システム機器等の操作並びに各種デ

ータの処理・手続きなどについての引継ぎを行うこと。この場合、委託者は必要な補

助を行うものとする。 

 ⑶ 業務引継の詳細は、委託者と協議して定めるものとする。 

 ⑷ 業務に使用する物品等で委託者から貸与された物品等は、全て委託者に返還するこ

と。 

 ⑸ 業務引継等にかかる経費については、受託者の負担とする。 

 

21 業務従事者の遵守事項 

⑴ 営業活動の禁止 

委託業務の従事中は、業務外のチラシ等を配布するなど、他の営業行為をしてはな

らない。 

⑵ 金品等の授受の禁止 

受託者は、委託業務の履行に関連して、いかなる理由があっても、本業務履行に関

係のない金品及び物品等を収受してはならない。 

 

22 法令等の遵守 

  受託者は、業務の履行に当たっては、次に掲げる法令等を遵守しなければならない。 

⑴ 水道法及びその他関係法令 

⑵ 札幌市水道事業給水条例 

⑶ 札幌市水道事業給水条例施行規程 

⑷ 札幌市水道局会計規程 

⑸ 認定減額に伴う使用水量決定に関する取扱要領について 

 ⑹ 集合住宅の合鍵及び暗証番号の管理運用に関する取扱要領 

⑺ 水道局業務 IC カード取扱要領 
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23 解除権等 

委託者は、以下に該当する場合に契約書第 13 条第 1項第 5号の規定による契約を解除

することができる。 

⑴ 委託者が指定する１カ月を４つに分けた検針行程ごとの検針予定件数のうち 20 分

の 1以上の検針又はデータ処理を遅延したとき。 

⑵ 誤針及び検針票等の誤投函の件数が、1 カ月の検針件数のうち 1,000 分の 1 を上回

るとき。 

 

24 応急給水活動及び広報活動等への緊急応援要請 

  受託者は、自然災害及び水道事故等の発生に伴い、委託者から緊急応援要請があった

場合、本業務に支障のない範囲において可能な限り協力するものとする。 

なお、本項に係る詳細は別途協定を締結する。 

 

25 システム障害等への対応 

  委託者が業務に利用するネットワーク、機器等に障害が発生した場合は、直ちに水道

局ヘルプデスク（011-219-1578）に連絡し、指示を仰ぐものとする。 

  なお、システム障害等が発生した場合は、業務遅延のないよう努めること。 

 

26 環境への配慮 

  受託者は、本市の環境マネジメントシステムに準じ、以下のような環境負荷の低減に

努めなければならない。 

⑴ 電気、水道、油、ガス等の使用に当たっては、極力節約に努めること。 

⑵ ごみ減量及びリサイクルに努めること。 

⑶ 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めるこ

と。 

⑷ 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリ

ングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。 

⑸ 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン

指定品を使用するよう努めること。 

⑹ 業務に関わる従業員に対し、札幌市環境方針を十分理解させるとともに、業務と環

境配慮の関連について自覚を持つよう指導すること。 

 

27 疑義への対応 

  この仕様書の解釈に疑義が生じた場合、又は仕様書に定めのない事項については、委

託者と受託者が協議して処理するものとする。 

なお、協議して決定した事項については協議書（様式８）を作成し、委託者が原本を、

受託者がその写しを保管する。 

 

28 連絡先 

札幌市水道局総務部営業課業務管理係 

電話：011-211-7039  電子メール：gyomukanri@city.sapporo.jp 

 



 １　メーター機種別件数　（R４年度実績）

（単位：件）

豊平区 清田区 計

3,774 18,634 22,408

52,047 22,390 74,437

44,610 3,207 47,817

11,457 1,522 12,979

111,888 45,753 157,641

２　検針件数

　(1)　年度別件数
（単位：件）

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 計

豊平区 681,552 691,676 702,006 712,570 723,181 3,510,985

清田区 272,505 272,719 273,747 275,714 277,312 1,371,997

計 954,057 964,395 975,753 988,284 1,000,493 4,882,982

豊平区 25,592 26,178 27,956 28,459 36,171 144,356

清田区 8,124 9,485 15,098 13,878 14,110 60,695

計 33,716 35,663 43,054 42,337 50,281 205,051

※　整理検針とは異常水量などにより再検針や調査を要するものをいう。

　(2)　月別検針件数（R４年度実績）
（単位：件）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 上期計

豊平区 58,504 61,184 58,539 61,399 58,884 61,424 359,934

清田区 24,579 21,543 24,598 21,546 24,639 21,557 138,462

計 83,083 82,727 83,137 82,945 83,523 82,981 498,396

（単位：件）

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 下期計

豊平区 59,048 61,607 59,090 62,051 59,237 62,214 363,247

清田区 24,686 21,551 24,699 21,570 24,702 21,642 138,850

計 83,734 83,158 83,789 83,621 83,939 83,856 502,097

　（3）　サイクルごとの検針件数
（単位：件） （単位：件）

M1 M2 M3 M4 計 M1 M2 M3 M4 計

豊平区 17,224 14,829 12,306 14,878 59,237 14,524 17,434 15,566 14,690 62,214

清田区 6,619 6,076 6,043 5,964 24,702 5,619 5,791 4,976 5,256 21,642

計 23,843 20,905 18,349 20,842 83,939 20,143 23,225 20,542 19,946 83,856

 ３　検針業務に係る事務処理件数　（年間予定件数）

（単位：件）

豊平区 清田区 計

131,000 53,000 184,000

1,062,000 428,000 1,490,000

1,193,000 481,000 1,674,000計

検針件数

整理検針件数※

令和５年２月（偶数月）

データ入力

チェックリスト処理

第２章　実績・見込等

令和５年３月（奇数月）

無線式メーター

地下式メーター

パイプシャフト

遠隔式メーター

計
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４　新設登録件数

　（1）　年間件数 （単位：件）

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 計

豊平区 2,764 2,684 2,975 8,423

清田区 552 523 699 1,774

計 3,316 3,207 3,674 10,197

※　新設登録件数とは、D2（新設登録）データの件数である

　（2）　月別新設登録件数（R4年度）
（単位：件）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 上期計

豊平区 116 40 405 314 154 153 1,182

清田区 44 44 30 26 67 30 241

計 160 84 435 340 221 183 1,423

（単位：件）

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 下期計

豊平区 307 159 269 427 269 362 1,793

清田区 48 73 51 17 241 28 458

計 355 232 320 444 510 390 2,251

５　給水装置情報登録件数

　（1）　年間件数 （単位：件）

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 計

豊平区 20,816 26,397 29,441 76,654

清田区 6,201 10,094 11,378 27,673

計 27,017 36,491 40,819 104,327

※　給水装置情報登録件数とは、Ｄ４(特例登録変更通知書)・Ｅ１(検針組替変更通知書)・Ｆ１(水道使用廃止届)
　Ｆ３(住所変更通知書)・Ｆ４(満期水道メーター取替工事設計書)・Ｆ７(給水装置異動通知書)
　Ｆ９(修繕)データの件数である。

　（2）　月別給水装置情報登録件数（R4年度） （単位：件）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 上期計

豊平区 947 2,584 5,881 5,213 2,737 3,315 20,677

清田区 172 821 2,317 2,521 2,218 1,295 9,344

計 1,119 3,405 8,198 7,734 4,955 4,610 30,021

（単位：件）

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 下期計

豊平区 2,772 2,373 917 660 792 1,250 8,764

清田区 736 168 250 139 191 550 2,034

計 3,508 2,541 1,167 799 983 1,800 10,798

新設登録件数※

給水装置情報
登録件数※
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業　務　フ　ロ　ー　図 別表　１

委託業務名称

委託業務の範囲

検 針

検針端末
（スマホ）
データ取込

HT納付書
投函

転出
受付

転出精算

現地収納

口座請求

調査
点検

完納

転出精算

（検針業務委託）

調定

未 納

料金更正

クレジット

納入通知書

再振替

督促状

未納者カード
作成

給水停止通知
給水停止
執行日延期

給水停止

居所不明
会社倒産 徴収停止

整理収納

メーター

計量

異常なし

給水停止
予告送付

異常あり

検針予定
データ

未納者カード
作成

完納 完納

収納受託
業者引継

収納
払込

（収納業務委託）

現地収納

納付制

カード制

口座制

戻り郵便
調査・投函

委 託

転出精算

納 付

開 栓

収納
払込

当日

1カ月

1カ月
督促期限から1.0カ月程度

数日当日

数日

数日～1カ月

1カ月程度 0.5～1.5カ月 1カ月

5営業日後程度 1営業日程度

調定から1年以上

無届閉栓

検針端末
（スマホ）
データ取込

給水停止
対象者伺
（局へ）

1カ月



  様式－1 

 

業 務 完 了 届 
 
 

  年  月  日  
 
（あて先）札幌市水道事業管理者 
     水道局長         
 

（住所） 
受託者 

（氏名）                  印 
 

 

（業務契約番号）    第   －       号 

（ 業 務 名 称 ） 

（業務実施期間）        年  月  日から     年  月  日まで 

 

上記業務は、    年  月  日完了したのでお届けします。 
 
※ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 注） ※印より下の欄は、記入しないでください。 
  

 

業務完了確認欄 
 

           印 

課        係 
 
長        長 

検

査

実

施

欄 

 この業務の検査員等に下記の者を命じ

検査を  月  日に実施する。 
 

検査員 

立会人 



当月分の検針業務について、つぎのとおり報告いたします。
１　　検  針  状  況
　１）　検針件数

当月延 実検 認  定 未  調 合  計 誤針件数
人  数 件数 件  数 件  数

〇〇区 〇〇区

○○区 ○○区

〇〇区 〇〇区

合　計 合　計

　２）HT納入通知書投函件数

　３）　内  訳（当月検針件数内訳）

家事用

家事以外

直納

一般

特例

直納

一般

誤投函件数 合計

○○区

計

合  計〇〇区

市街化区域

様式２-１

検 針 業 務 実 施 報 告 書 年 度 （ 年 ） 月 分

子メーター

一
般
地
区

親メーター
各
戸
検
針

計

合　　　　計

市街化調整
区域

〇〇区 合  計○○区 〇〇区

〇〇区

件　　　数

人員



２　受 託 検 針 調 べ

1)  受託件数 ２）　毎月検針内訳（受託件数の内数）

〇〇区 〇〇区 ○○区 合  計 〇〇区 〇〇区 ○○区 合  計

家事用 家事用

家事以外 家事以外

直納

一般

特例

直納

一般

３　諸 届 出 書 の 件 数 調 べ

○○区

子メーター

直　　　　納

特別地区等

特　　例（子）

合　　　　　計

一
般

各
戸
検
針

子メーター

様式－2

親メーター

合　　　　計

計

市街化調整
区域

市街化区域

一
般
地
区

計

各
戸
検
針

親メーター

〇〇区

〇〇区

合　　　計

合　　　計
水道使用者

変更届（異動１）
水道使用者

変更届（異動２）
用途変更届 整理検針引継書



４　認 定 減 額 水 量 処 理 調 べ

※　ボールタップ故障は、トイレ及び受水槽のボールタップ故障である。

※　メーター故障は、処理件数のみ記載する。

５　整 理 検 針 処 理 状 況

その他 合計

0

0

0

0

使用者支
払者調査

未検針
処　理

○○区

〇〇区

差引総水量(C) 認定減額水量(D) 調定水量(C)-(D)

件数 水量 件数 水量 件数

様式　２-２

計

合 計

〇〇区〇〇区

件数

出放し許可

そ　の　他

防寒操作誤り等

件数

漏
水
減
額

計

内容
使用実
績調査

地下漏
水　等

水抜栓
故　障

ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ

故　障

メーター故障

漏水調査
メーター
指針確認

区

メーター
通水確認

合計

○○区

○○区

障害ﾒｰﾀｰ
確　認

未撤去給水

装置確認

メーター
器関連
調　査

違反行為
確　認

調定水量(C)-(D)認定減額水量(D)差引総水量(C)調定水量(A)-(B)認定減額水量（B)差引総水量（A)

水量水量 件数水量件数水量 水量件数水量 件数

苦情処理
特例世帯
数確認

止　水
閉開栓

水量



様式３

新設登録・給水装置情報登録業務報告書

　　　  年　   月分

 当月分の業務について、次のとおり報告いたします。

１　新設登録件数 （参考）

〇〇区

〇〇区

〇〇区

合　計

２　付帯業務（各種帳票）処理枚数

帳票名

〇〇区

〇〇区

〇〇区

合　計

合鍵保管・
暗証番号開
示に関する

引継書前月繰越 当月受付 当月処理 次月繰越

係副所長所長

合計

〇〇区

0

0

0

0

0 0 0 0 合　計 0 0

0 〇〇区

帳票名
給水装置新設使用開始（廃止）届（Ｄ２）

帳票名
新設登録
調査業務

関連引継書

（I ６） （Ｊ１） （Ｂ１） （Ｋ２） （Ｆ７）

水道使用者
開始変更届

支払者登録
変更通知書

0 〇〇区

0 0 0 0 0

水道使用者
廃止届

調定水量
通知書

給水装置
異動通知書

給水装置
コメント

検針組替
変更通知書

（Ｅ１）

住所変更
通知書

（Ｆ３）

0

（Ｄ４）

00 0

満期水道メー
ター取替工事設

計書

（Ｆ４）

00

0

0 0

（Ｆ９）

合計

0

0

その他
特例登録

変更通知書



様式４ 

 

 

業 務 責 任 者 指 定 通 知 書 

 

                                             年    月    日 

 （あて先）札幌市水道事業管理者 

      水道局長 様 

 

                 （住所）   

               受託者     

                   （氏名）                             印 

 

契 約 番 号   第    －    －          号 

 

件    名  札幌市上下水道料金検針・新設登録等業務（豊平区・清田区） 

 

上記業務に係る業務責任者について、次のとおり定めたので通知します。 

 

区 分 氏 名 備 考 

業務責任者   

   

業務経歴 

期 間 職 業務内容 

   

   

   

   
 

  備考  この様式により難いときは，この様式に準じた別の様式を使用することができる。 



様式5

札幌市水道局検針・新設登録業務従事者証発行（返却）届
（提出年月日）

受領日　　    　　年　　月　　日

受領印

職　種 姓 名

業務開始
・

業務終了

年月日

担当業務

例）業務責任者 水道
すいどう

太郎
たろう

○○検針課長

業務副責任者 水道
すいどう

次郎
じろう

○○検針係長

オンライン処理従事者 主任

検針員 事務員

整理検針員 整理員

事務員 など

〃

〃

　    　　年　　月　　日に契約の札幌市上下水道料金検針・新設登録等業務に係る従事者の異動
を、以下により届出いたします。

受託者名（　　　　　　　　　　　）



様式6

オンライン処理等業務従事者(登録・取消)依頼書
（提出年月日）

受領日　　　　　　年　　月　　日

受領印

受託者名（　　　　　　　　　　　）

職　種 姓 名 登録コード(6桁)

業務開始
・

業務終了

年月日

担当業務

例）業務責任者 水道
すいどう

太郎
たろう

100001 ○○検針課長

業務副責任者 水道
すいどう

次郎
じろう

100002 ○○検針係長

オンライン処理従事者 主任

〃 事務員

〃 整理員

など



様式７

作成日 年 月 日

業務支援体制

　検針員の欠員が生じた場合に業務を停滞させないための体制を以下のとおり確保します。

拠点事務所の情報

□　事務所内部レイアウト図は別添のとおり
□　事務所内部のネットワーク系統図は別添のとおり

事務所の情報

□　事務所内部レイアウト図は別添のとおり

業務体制図 研修実績（予定）について

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

着用する制服

（前） （後ろ）

全身が写った写真を添付してください。 全身が写った写真を添付してください。

業務副責任者の氏名 点検員 名
整理員 名
検針員 名
事務員 名

実施日 参加者数

基礎情報報告書

受託者名

住所

ビル名

住所

ビル名

内　容研修名



 －1－

様式８ 
協 議 書 

発  議 □札幌市水道局     □受託者 

件  名  

協議事項  

協 

議 

内 

容 

□指示・□通知・□報告・□承諾・□通告・□協議・□その他 

 

 

 

 

 

 

 

□添付資料名  □図書等（全  頁） 

処 

理 

・ 

回 
答 

【札幌市水道局】                          年  月  日 

上記事項について、□指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。 

□特記事項・□確認等の結果 

 

 

 

 

□業務内容の変更の対象と □しません。 

             □します。ただし、詳細については別途通知する。 

 

【受 託 者】                           年  月  日 

上記事項について、□了解しました。 □承諾願います。 

         □協議・□提出・□報告 します。 

□特記事項 

 

 

 

 

確 

認 

欄 

札幌市水道局 受託者 

係 長 担当者 業務責任者 業務副責任者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 注）１ 該当する□にレを記入すること。 

    ２ 確認欄に押印すること。 

    ３ 本様式は、委託者が保管することとし、業務責任者はその写しを受け取ること。 

    ４ この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用できる。 


